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No．732
平成2５年（201３）

４月１日号 ◆

◆

◆

平 成 25年 度 当 初 予 算

印 西 市 全 域 で 歩 行 喫 煙 、

ポ イ 捨 て な ど を 禁 止

次 期 中 間 処 理 施 設 整 備

事業用地検討委員会を設置

…2

…4

…4

主 な 内 容

事
務
処
理
市
（
開
発
許
可
な
ど
）

に
つ
い
て

　
開
発
許
可
な
ど
に
関
す
る
事
務

（
申
請
書
の
受
付
・
手
数
料
の
受
領
・

審
査
・
許
可
・
指
導
な
ど
）
を
、
市

が
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、「
都
市
計
画
法
に
基
づ
く

開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す

る
条
例
」
な
ど
の
施
行
に
合
わ
せ
て
、

許
可
の
基
準
（
市
街
化
区
域
に
隣
接

し
、
建
築
物
が
連
た
ん
し
て
い
る
市

街
化
調
整
区
域
に
建
築
物
を
建
て
る

場
合
の
要
件
な
ど
）
お
よ
び
申
請
書

の
様
式
が
一
部
変
更
と
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
。
ま
た
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■問 
開
発
指
導
課
開
発
指
導
班
（
緯
内

線
7
7
2
）。

限
定
特
定
行
政
庁

（
建
築
確
認
な
ど
）
に
つ
い
て

　
木
造
住
宅
な
ど
の
小
規
模
建
築
物

に
つ
い
て
、
建
築
基
準
法
に
基
づ
く

建
築
確
認
の
ほ
か
、
そ
の
他
関
係
法

令
に
基
づ
く
事
務
を
、
市
が
行
う
こ

と
と
な
り
ま
す
。

①
建
築
確
認
・
検
査
な
ど

▼
建
築
物
…
建
築
基
準
法
第
6
条
第

1
項
第
4
号
に
該
当
す
る
も
の
。

茨
木
造
2
階
建
て
以
下
で
、
延
べ
面

積
が
5
0
0
愛
以
下
、
高
さ
が
　
m
13

以
下
、
軒
の
高
さ
が
9
m
以
下
の
建

築
物
。

芋
木
造
以
外
の
平
屋
建
て
で
、
延

べ
面
積
が
2
0
0
愛
以
下
の
建
築

物
。

※
同
法
第
6
条
第
1
項
第
1
号
に
掲

げ
る
建
築
物
（
学
校
、
病
院
、
集
会

場
、
共
同
住
宅
な
ど
）、
お
よ
び
千

葉
県
知
事
の
許
可
が
必
要
な
も
の
を

除
き
ま
す
。

▼
工
作
物
…
建
築
基
準
法
施
行
令
第

1
3
8
条
第
1
項
1
号
、
第
3
号
、

第
5
号
の
う
ち
、
以
下
の
規
模
に
該

当
す
る
も
の
。

茨
煙
突
で
、
高
さ
が
6
m
を
超
え
、

　
m
以
下
の
も
の
。

10芋
広
告
塔
、
広
告
板
、
装
飾
塔
、
記

念
塔
で
、
高
さ
が
4
m
を
超
え
、　10

m
以
下
の
も
の
。

鰯
擁
壁
で
、
高
さ
が
2
m
を
超
え
、

3
m
以
下
の
も
の
。

※
こ
れ
ら
の
工
作
物
を
単
独
で
築
造

す
る
場
合
、
ま
た
は
建
築
基
準
法
第

6
条
第
1
項
第
4
号
の
建
築
物
の
敷

地
に
築
造
す
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

②
指
導
・
許
可
な
ど

　
市
で
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

と
自
主
財
源
の
確
保
を
目
的
に
、
市

民
部
に
「
納
税
課
」
を
新
設
。
併
せ

て
税
負
担
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
、

悪
質
な
滞
納
者
へ
の
対
策
を
進
め
る

た
め
の
準
備
組
織
「
債
権
管
理
準
備

室
」
を
同
課
内
に
新
設
し
ま
す
。

 印
西
市
が
「
事
務
処
理
市
」・「
限
定
特
定
行
政
庁
」
に
移
行

 開
発
許
可
・
建
築
確
認
な
ど
の

事
務
を
執
行
開
始
 

毅
違
反
建
築
物
に
対
す
る
措
置
。

毅
応
急
仮
設
建
築
物
の
存
続
許
可
お

よ
び
仮
設
建
築
物
の
建
築
許
可
。

毅
建
築
計
画
概
要
書
の
閲
覧
な
ど
。

※
前
記
①
の
建
築
確
認
・
検
査
な
ど

の
範
囲
に
限
り
ま
す
。

③
道
路
の
指
定
な
ど

毅
道
路
の
位
置
の
指
定
。

毅
道
の
指
定
。

毅
私
道
の
変
更
ま
た
は
廃
止
の
制
限

な
ど
。

 4
月
1
日
か
ら
組
織
の
一
部
を
変
更
し
ま
す

　
ま
た
、
都
市
建
設
部
建
築
課
は
、

県
か
ら
の
権
限
移
譲
な
ど
に
よ
り
、

「
開
発
指
導
課
」「
建
築
指
導
課
」「
営

繕
課
」
と
な
り
ま
す
。

※
各
課
の
配
置
は
左
図
参
照
。

■問 
行
政
管
理
課
行
政
管
理
班
（
緯
内

線
4
9
1
・
4
9
2
）。男子ＷＣ

監
査
委
員

事
務
局

胸行政組織変更による各課の配置図（新設部分）胸

市役所前面

エレベーター

※この配置は
4月1日からです

 春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
（
4
月
6
日
臥
～
　
日
俄
）

15

 交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
（
4
月
　
日
我
）

10

　
新
学
期
が
は
じ
ま
り
、
新
入
学
児
童
が
街
を
歩
き
始
め
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
の
交
通
安
全
を
確
保
す
る
の
は
、
大
人
の
責
任
で
す
。

一
人
ひ
と
り
が
交
通
ル
ー
ル
の
順
守
と
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
を
実

践
し
ま
し
ょ
う
。

【
運
動
の
最
重
点
活
動
】

①
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
。

②
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進
。

③
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し

　
い
着
用
の
徹
底
。

④
飲
酒
運
転
の
根
絶
。

～みんなでつくろう　
交通安全県ちば～

 フ
コ
ク
生
命
 
絆
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
本
社
で
「
親
子
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」

　「
親
子
の
 絆
 を
深
め
る
」を
テ
ー

き
ず
な

マ
と
し
た「
親
子
ス
タ
ン
プ
ラ

リ
ー
」が
、去
る
2
月
　
日
に
フ
コ

24

ク
生
命
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
本
社

（
大
塚
）で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
第
一
回
目
と
な
る
同
イ
ベ
ン
ト
で

は
、ド
ッ
ヂ
ビ
ー（
フ
リ
ス
ビ
ー
に

よ
る
的
当
て
ゲ
ー
ム
）な
ど
の
N
e

w
ス
ポ
ー
ツ
の
ほ
か
、親
子
で
協
力

し
て
行
う
パ
ズ
ル
、ク
イ
ズ
な
ど
も

実
施
。多
く
の
親
子
が
参
加
し
、楽

▲ゲームの一つ「ピーナッツ箸移し」
お父さんと一緒に目指せ新記録！

▲ドッヂビーなど各種目を
クリアするとスタンプを獲得

開
発
指
導
課

建
築
指
導
課

 営
繕
課

 納
税
課

旧・建築課から
新設

新設（債権管理準備室を課内に設置）

　全国各地のご当地キャラが「Top of ご当地
キャラ」の称号をかけて熱い戦いを繰り広げ
る「2013ご当地キャラ総選挙」（花日本百貨店
協会主催）の予備選挙が3月20日我から始ま
りました。
　各地域のＰＲに奮闘す
るご当地キャラたちがエ
ントリーするこの総選挙
に、いんザイ君も参戦中。
　みなさん、ぜひいんザ
イ君を応援してくだサ
イ！
【予備選挙実施中】
■時 4月21日蚊まで。
【投票方法】　インター
ネット投票
※詳しくは同協会ホームページ（http://goto
chi2013.jp/）を参照。
■問 市経済政策課地域資源振興班（緯内線351）。

いんザイ君
が参戦中外

　
市
は
、
4
月
1
日
か
ら
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
な
ど
に
関
す

る
事
務
の
権
限
を
県
か
ら
受
け
て
「
事
務
処
理
市
」
に
、
ま
た
、
建
築
基

準
法
第
　
条
の
2
の
規
定
に
よ
る
建
築
主
事
を
置
く「
限
定
特
定
行
政
庁
」

97

と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
市
が
開
発
許
可
や
建
築
確
認
な
ど
の
権
限
、
開
発
許
可

に
関
す
る
条
例
の
制
定
権
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
市
域
の
実
情
に
あ
っ
た

指
導
を
行
え
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
審
査
期
間
が
短
縮
さ
れ
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

④
そ
の
ほ
か
の
法
令
に
関
す
る

事
務

毅
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
事
務

毅
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源

化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
事
務

毅
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
事
務

毅
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の

円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
事
務

毅
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
事
務

毅
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
事
務

※
前
記
①
の
建
築
確
認
・
検
査
な
ど

の
範
囲
に
限
り
ま
す
。

■問 
建
築
指
導
課
審
査
指
導
班
（
緯
内

線
7
7
5
）。

し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。

イ
ベ
ン
ト
の
最
後
に
は
、チ
ー
バ
く

ん
・
い
ん
ザ
イ
君
と
の
記
念
撮
影
、

そ
れ
ぞ
れ
の
夢
を
書
い
て
提
出
す
る

な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
も
。

　
担
当
者
は「
こ
れ
を
機
会
に
当
社

を
市
民
の
み
な
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら

い
、地
域
を
盛
り
立
て
て
い
き
た

い
」と
、次
回
の
開
催
に
向
け
て
の

意
気
込
み
を
語
り
ま
し
た
。　

みなさんの一票を
待ってます
ぜひ投票してくだサイ外

 下
水
道
課

都
市
計
画
課

 市
民
活
動
推
進
課

市
民
安
全
課

 資
産
税
課

 市
民
税
課

庁舎2階西側

別館2階


